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賦
課
金
の
納
入
に
つ
い
て

平成16年度決済金について

合　　計 102,040

“畑の決済金は、地区によって、田と同額の

場合と、差がある場合があります。”

相 沢 川 地 区 37,927 

上 郷 溝 地 区 104,177

石 名 坂 地 区 106,201

飛　鳥　地　区 188,456

山　寺　地　区 233,117  

内　郷　地　区 146,276

山　元　地　区 124,355

中 平 田 東 地 区 103,131

南 平 田 地 区 123,409

西 平 田 地 区 189,980

西平田地区（畑） 113,989

中 平 田 南 地 区 237,932

中平田南地区（畑） 142,760

飛 鳥 砂 越 地 区 63,420

１．一般決済金（10ａ単価）

２．ほ場整備事業地区決済金（10ａ単価）
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1616
収　　入

賦課金 
188,327,000円 
80.8％ 

繰越金 
25,000,000円 
10.7％ 

維持管理負担金 
7,299,000円 
 3.1％ 

繰入金 
5,031,000円 
2.2％ 

適正化交付金 
4,950,000円 
2.1％ 

その他 
2,383,000円 
1.1％ 

支　　出

事務管理費 
79,826,000円 
34.3％ 

維持管理費 
98,615,000円 
42.3％ 

連合負担金 
30,737,000円 
13.2％ 

諸支出金 
23,003,000円 
9.9％ 

その他 
809,000円 
0.3％ 

収　入

賦課金 
274,266,000円 
56.6％ 

借入金 
145,631,000円 
30.0％ 

その他 
15,524,000円 
3.2％ 

補助金 
49,296,000円 
10.2％ 

償還金 
419,172,000円 
86.5％ 

事業費事業費 
54,509,000円 
11.2％ 

その他その他 
11,036,000円 
2.3％ 

事業費 
54,509,000円 
11.2％ 

その他 
11,036,000円 
2.3％ 

支　出 収　入 支　出

償還金 
77,203,000円 
89.5％ 

事業費事業費 
6,795,000円 
7.9％ 

その他その他 
2,291,000円 
2.6％ 

事業費 
6,795,000円 
7.9％ 

その他 
2,291,000円 
2.6％ 

その他 
3,003,000円 
3.4％ 

賦課金 
40,530,000円 
47.0％ 

借入金 
35,961,000円 
41.7％ 

補助金 
6,795,000円 
7.9％ 

平成16年3月17日開催の通常総代会において平成16年度予算が議決されました。

☆一般会計
総額　232,990,000円

☆県営土地改良事業
特別会計予算

総額 484,717,000円

☆団体営土地改良事業
特別会計予算

総額 86,289,000円
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☆その他の特別会計予算状況　　　　　　　　　　　　　　

最上川下流右岸土地改良区連合
平成１６年度予算

☆一般会計 総額　90,568,000円

平成16年度最上川下流右岸土地改良区連合予算総括表

収　入 支　出収　入 支　出

賦課金 
62,190,000円 
68.7％ 

業務受託費 
13,595,000円 
15.0％ 

繰越金 
10,000,000円 
11.0％ 

負担金 
2,916,000円 
3.2％ 

その他  
1,867,000円 
2.1％ 

維持管理費  
59,659,000円 
65.9％ 

事務管理費  
25,755,000円 
28.4％ 

諸支出金  
5,154,000円 
5.7％ 
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☆一般会計賦課金

☆償還金賦課金
平成１６年１１月１日（月）

平成１６年４月２６日 平成１６年１１月１日

平
成
16
年
度

賦
課
金
の
お
知
ら
せ

平成１６年３月３１日現在

地区面積及び組合員数
（維持管理区域）



農業委員会長の確認印

もしくは

・土地登記簿謄本

・土地権利書
・農地法第３条許可書

・農用地利用集積計画書の
許可書（農業委員会より）
上記いずれかの書類の写し
添付
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“こんな時は届け出を”お願いします。
☆組合員の資格得喪通知書の場合
※以下の農地移動があった場合は、組合員自身の届出による手続きが必要となります。
資格得喪通知書の提出をお願いします。（農業委員会長の確認印か下記必要書類の添付をお願いします。）

☆農地転用等の通知書の場合
※農地の転用に際しては、事前に農業振興地域からの除外の手続きが必要です。

※この手続きは、農業委員会に転用の手続きをおこなう前に土地改良区でおこないます。

農業委員会長の確認印

もしくは

・農地法第３条許可書

・農用地利用集積計画書の
許可書（農業委員会より）
いずれかの書類の写し添付

農業委員会長の確認印

もしくは

・農地法第２０条の確認通知
（合意解約）

の写し添付

その他
・住所が変更となった場合は住所変更届の提出が必要です。
・賦課金引落し口座の変更の場合は賦課金引落し口座番号変更届の提出が必要です。

項目
必要書類

手続き原因

受付時の
通知書への
記載事項確認

位　置　図

計　画　図

公図（写し）

登記簿謄本

農地法第４条　転用
（自所を地目変更）

転用組合員名
地区総代の署名捺印

〇 〇 〇

〇 〇 〇

〇 〇 丈量図

〇 〇 地積計算書

決済金を納入後、意見書の交付を受け、地区除外となる。

意見書を農業委員会に提出

決済金を納入後、地区除外となる。

農地法第5条　転用
（所有権移転の伴う地目変更）

転用組合員名
転用関係者名

地区総代の署名捺印

公共事業　買収に伴う転用

転用組合員よりの申し出

・土地登記簿謄本

・土地権利書
上記いずれかの書類の写し
添付
現資格者の印は不要又、死
亡年月日を明記

※農地を分筆・合筆した場合も 大町溝土地改良区財務係 へお知らせ下さい。

大町溝土地改良区　財務係　 久松・八重樫まで　　　TEL 52－2350 FAX 52－3515
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平成15年度研修風景等
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各
地
区
の
償
還
金
の
状
況
に
つ
い
て
お
知
ら
せ

次
の
事
項
に
ご
注
意
の
上
、

ご
覧
下
さ
い
。
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平成15年度期限内完納団体表彰 
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“農作業が始まる前の早春のとある日、大町溝土地改良区管理課

職員と、現場の分水門看守人が事務所脇の南幹線と排水路の間にあ

る水路溝畔に花を植える作業を行いました。”
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“農作業が始まる前の早春のとある日、大町溝土地改良区管理課

職員と、現場の分水門看守人が事務所脇の南幹線と排水路の間にあ

る水路溝畔に花を植える作業を行いました。”

きれいな花壇になりました。

事務所においでの際は、ちょっと足を伸ばして

ご覧になってください。



水路にゴミを捨てないでください！
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大町溝土地改良区管理施設の他目的使用について

他目的使用の場合

浄化槽処理水等放流の場合

問い合わせ先　　　大町溝土地改良区　TEL 0234－52－2350 管理課　高橋まで



水
難
事
故
防
止
に

ご
協
力
下
さ
い
！
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大町溝土地改良区事務所職員機構及び事務分担表

休日・夜間かんがい用排水の連絡先
平田揚揚水所々管　TEL 0234-52－3244
南幹線揚水所々管　TEL 0234-52－2023


